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大 和 市 民 憲 章 

自然と人間との健全な調和のとれた大和市の輝かしい未来を目ざして、わたくしたちは、大和市民と 

しての自覚と誇りをもって、市民ひとりひとりのしあわせを願いながら、ここに市民憲章を定めます。 

 

   みんなで力をあわせて、 

   若さと明るさにあふれたまちをつくりましょう。 

   みんなで力をあわせて、 

   友情としあわせにつつまれたまちをつくりましょう。 

   みんなで力をあわせて、 

   教養と文化の豊かなまちをつくりましょう。 

   みんなで力をあわせて、 

   自然と環境の美しいまちをつくりましょう。 

   みんなで力をあわせて、 

   きまりと平和を守るまちをつくりましょう。 

                                  昭和 54 年 2月 1 日制定 
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大 和 市 教 育 目 標 

 
 わたくしたち大和市民は、文化の香り高い、活力ある大和市づくりを目指している。そのためには、

「人間尊重の精神」を基盤としなければならない。 

 その基盤の上に、自分をしっかりと持ち、他の人々と連帯できる創造性豊かな人間として自己を

磨き伸ばしていくことが求められる。 

 

  心身ともに健康な人 

  自立心を持つ人 

  学び続ける意欲を持つ人 

  思いやりの心を持つ人 

  自然を大切にする人 

  愛情と信頼に結ばれた家庭づくりをする人 

  近隣の人たちと共に生きる人 

  豊かな文化をはぐくむ人 

  国際社会の一員として行動できる人 

 

                                 

                              

                             平成元年4月１日制定 

 

社 会 教 育 の 基 本 目 標 

 
 社会構造の成熟化により、人々の学習への関心や要求は多様化し、内容も高度・専門化している。

また活動の場は、時間的にも空間的にも拡大している。 

 こうした背景から生まれた生涯学習社会において、社会教育は大変重要な役割を占め、その期待

はますます大きくなってきている。 

 そこで、家庭・学校・地域社会の総合的な協力・連携を図り、学習機会の拡充・学習活動への支

援など、社会教育活動の推進を積極的に展開する必要がある。 

 そのためには「大和市教育目標」を基盤に、 

  (1) 健康で明るく、愛情に満ちた家庭を築く 

  (2) 豊かな心を持ち、ゆとりある地域づくりに参加する 

  (3) 平和を愛し、国際的な視野を身につける 

  (4) 自然とふれあい、うるおいある文化を育む 

  (5) 楽しく学び、人生に生きがいを持つ 

 など、主体的に行動できる人間形成をめざすことを目標とする。 

 

                             平成4年4月14日制定 
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大和市の宣言 

明るくたくましい青少年が育つ都市宣言 

大和市のあすをにない、友愛にみちた住みよい社会を築くのは青少年である。 

青少年が自己の行動に自覚と責任をもち、心身ともに明るくたくましく成長することは、すべての市民の

願いである。 

この願いを実現するため、青少年自らの努力を期待するとともに、家庭、学校をはじめ地域社会が一体と

なり、市民の総力をあげて青少年育成の施策を推進することを決意し、ここに大和市を「明るくたくましい

青少年が育つ都市」とすることを宣言する。 

  昭和57年4月1日制定 

 

大 和 市 平 和 都 市 宣 言 

世界の恒久平和は、人類共通の願いである。 

しかるに、地球上では依然として武力紛争が絶え間なく続き、際限のない軍備拡大は核軍備の増強をも招

来し、人類の生存に深刻な脅威を与えている。 

大和市は、常にわが国の国是である「持たず、造らず、持ち込ませず」の非核三原則が厳正に遵守される

ことを願い、すべての国の核兵器の廃絶と軍縮を全世界に強く訴えるとともに、人類の永遠の平和を希求し、

真の恒久平和を実現するため、ここに平和都市となることを宣言する。 

  昭和60年9月19日制定 

 

「 環 境 立 市  大 和 」 宣 言  

太古より人類は 自然を愛し 自然の恵みに感謝し 自然と共に栄えてきました 

大和市は 人と自然が共生し 良好な環境を確保するため 「大和市環境を守り育てる基本条例」を制定

し環境問題に積極的に取り組んでいますが 都市としての発展による環境問題は 依然として深刻です 

環境問題の解決には 私たち一人ひとりが日々の生活の中で 環境について見つめ直し 環境を思いや

る心をはぐくみ 広めていくことが重要と考えています 

大和の快適な環境づくりを推進していくため 環境について学び 知り 考え そして環境に配慮でき

る人間の育成と更なる環境保全施策の展開を誓い ここに「環境立市 大和」を宣言します 

  平成16年 4月22日 

 

「 健 康 都 市  や ま と 」 宣 言  

健康は、日々の生活の基本であり、幸福を追求するために、とても大切なものです。  

都市で生活するわたしたち市民が、生き生きと暮らすためには、保健、福祉、医療などを通じて「人

の健康」を守るとともに、安全で快適な都市環境が整う「まちの健康」、人と人とのあたたかな関係に

支えられる「社会の健康」を育てていくことが重要です。 

大和市は、市民一人ひとりの健康な生活の実現に向けた取り組みを進め、「健康都市」を目指すこと

を宣言します。 

平成 21 年 2 月 1 日  
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大 和 市 の 概 要 

(1) 沿  革 

 ◇原始・古代（1192 年以前） 

  大和市内における最古の人類の足跡は、今から約3万 3千年前の旧石器時代（先土器時代）の遺跡 

 で確認されています。市域を流れる引地川、境川に沿った台地には遺跡が点在し、発掘された石器類 

 は、質・量ともに高い評価を得ています。数多くの石器類からは、当時の人々が狩猟中心の生活をし 

 ていたことがしのばれます。 

  約 1万 2千年前ごろ、縄文時代になると、気候が温暖化し、動植物なども豊かになり、土器を使い 

 始めて人々の生活も安定し、堅穴式住居に住むようになりました。市内にはこの縄文時代草創期の遺 

 跡があり、日本最古の土器片が出土しています。 

  古代の市域は相模国高座郡深見郷に含まれていました。平安時代の中ごろに編さんされた「延喜式」 

 の神名帳には、相模国の延喜式内社十三座の一つに深見神社が数えられています。また、10世紀ごろ 

 の堅穴式住居跡からは、当時の有力者の存在を思わせる石帯や硯などが出土しています。 

 

 ◇中世（1192 年ごろ～1590 年ごろまで） 

  鎌倉に幕府が開かれるころ、市域は渋谷庄と称され、渋谷重国が治めていました。室町時代には市 

 域の鶴間郷が足利氏の領地となり、正平７年（1352年）には南宗継が足利尊氏から市域の和田郷、深 

 見郷の地頭職を与えられました。その後、戦国時代には後北条氏が相模国を支配し、市域は、その家臣

たちによって治められていました。そのころ、保田筑後守など9人（福田開拓九人衆）が、今の福田地

域に土着して開墾しています。 

  古道として知られている滝山街道（旧県道藤沢町田線）は、小田原城の重要な支城である玉縄城（鎌  

 倉市）と竜山城（八王子市）を結び、境川沿いにある下鶴間、深見、上和田の城郭址にも近く、後北

条氏の領国支配上重要な道の一つとされています。 

 

 ◇近世（1590 年ごろ～1867 年ごろまで） 

  天正18年（1590年）、徳川家康が関東に入国。このころ、市域の村は、下鶴間村、深見村、上和田 

 村、下和田村、福田村の5ヶ村で、のちに深見村から草柳村が分村し、さらに上・下草柳村に分かれ 

 ました。 

  各村ごとに検地が行われ、領主に納める年貢の基準となる石高（米殻の生産高）が決められました。 

 また、宗門人別帳の作成などにより、戸数・人口などが調べられ、近世農村としての基礎が固められ 

 ました。江戸時代後期・文政年間の市域の戸数は 646 戸と記されています。 

  大山参りの道として利用された矢倉沢往還の宿駅の一つである下鶴間宿は旅龍や茶店などがあり、 

 天保2年（1831年）9月、渡辺崋山がこの宿に 1泊し、付近の様子を「游相日記」に書きとめていま 

 す。 

 

 

 

 

 

－7－
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 ◇近代・現代（1867 年ごろ以降） 

  明治初年、神奈川県内の町村はめまぐるしく転換します。市域は明治4年（1871年）、廃藩置県に 

 より神奈川県に所属しました。明治 6 年（1873年）に行政区画として区・番組制が施行された以来、 

 2度の地方制度の変遷を経て、明治22年（1889年）に現在の行政区画の基礎となる町村制が施行され、 

 下鶴間村、深見村、上草柳村、下草柳村が合併して鶴見村に、上和田村、下和田村、福田村は長後村、 

 高倉村と合併して渋谷村になりました。 

  その後、鶴見村では分村問題が発生し、それを収拾するため明治24年（1891年）9月、村名を大和 

 村と改称。ここに「大和」の名称が誕生しました。 

  大正15年（1926年）5月に神中鉄道（現在の相模鉄道本線）、昭和4年（1929年）4月には小田急江 

 ノ島線が開通。昭和17年（1942年）、現在の厚木基地に相模野海軍航空隊が、昭和18年（1943年）に 

 は高座海軍工廠の関連施設が設置され軍都の色彩を濃くしていく中で、同年 11 月 3 日に大和村が、 

 翌 19 年（1944 年）11月 3 日には渋谷村がそれぞれ町制を施行しました。 

  昭和20年（1945年）、終戦を迎え、連合国軍最高司令官マッカッサー元帥が厚木基地に到着。後に、 

 同基地は、米国海軍厚木航空基地となり、町の様相が大きく変ぼうしました。 

  昭和30年（1955年）4月、渋谷町の長後、高倉が藤沢市に編入し、福田、上和田、下和田が渋谷村 

 となり、翌31年（1956年）9月、大和町と渋谷村が合併、昭和34年（1959年）2月1日に県下14番目 

 の市となり市制を施行しました。 

  昭和40年代から市内各所で土地区画整理事業が実施され、昭和45年（1970年）5月には人口10万人 

 となり、昭和51年（1976年）に東急田園都市線がつきみ野駅まで開通し、昭和59年（1984年）には同線 

 が中央林間駅と接続しました。 

  平成元年（1989年）2月 1日には市制施行30周年を迎え、県下の中堅都市として発展を続け、平成 12

年 11月 1 日には、全国初の特例市となりました。現在、市民、企業、行政が協力して、より魅力的な

都市を目指した街づくりを進めています。 

   

 

 

(2) 地勢・位置 

  大和市は神奈川県のほぼ中央部に位置し、都心から40キロメートル圏内にあります。市域は南北に 

 細長く、丘陵起伏がほとんどありません。 

  鉄道は市の中央部を東西に相模鉄道本線、南北に小田急江ノ島線が走り、北部には東急田園都市線が 

 乗り入れ、狭い市域に8駅があります。また道路網も国道 246号線や国道467号線、丸子中山茅ヶ崎 

 線などが走り、交通の利便性に恵まれています。 

 

極東 東経 139°28′45″ 極南 北緯 35°25′11″ 

極西 東経 139°25′36″ 極北 北緯 35°31′02″ 

 

 海抜 市役所位置 71ｍ  面 積     27.06km2 

   最 高    90ｍ  東 西     3.22km 

   最 低    30ｍ  南 北     9.79km 

 

 

－8－
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(3) 人口・世帯 

 

                              平成 21年 4 月 1 日現在 

  ○人 口 224,894 人    ○世 帯 95,715 世帯 

    男  113,498 人    ○人口密度 

    女  111,396 人         8,311 人/㎞２ 

 
 
 
 
 
 

40,975人

10,003世帯

102,760人

29,999世帯

167,935人

53,934世帯

194,870人
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林間小学校（体育館） 
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1． 教育委員会 

 

 (1)委 員 

 
委員長 

田村  繁 

 
委員長職務代理者 

長谷川 愛子 

 
委 員 

青蔭 文雄 

 
委 員 

山田 己智恵 

 
教 育 長 

山根 英昭 
 

 

教 育 委 員 名 簿 

                                  平成 21 年 4月 1 日現在 

職   名 氏   名 発 令 年 月 日 満了年月日 備   考 

委員長 20.10.01 21.09.30 
委  員  長 田 村  繁 

委 員 
（当初） 

16.10.05 22.12.20 

委員 2 期目 

職  務 
代  理 

20.10.01 21.09.30 
委  員  長 

職務代理者 
長谷川 愛 子 

委 員 
（当初） 

13.10.01 21.09.30 

委員 2 期目 

委      員 青 蔭 文 雄 20.12.09 24.12.08 委員 1 期目 

委      員 山 田 己智恵 20.12.09 24.12.08 委員 1 期目 

委員(教育長) 山 根 英 昭 19.10.01 23.09.30 委員 1 期目 
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現委員及び教育長の任命は次のとおりです。 

        

田 村  繁   平成 16 年 10 月 5日～平成 18 年 12月 20 日 

（委員長 平成 17 年 10月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日） 

平成 18 年 12月 21日～現在 

    （委員長 平成 20 年 10月 1日～現在） 

長谷川 愛 子  平成 13 年 10 月 1日～平成 17 年 9月 30 日 

（委員長 平成 16年 10 月 1日～平成 17 年 9 月 30 日） 

平成 17 年 10 月 1日～現在 

青 蔭 文 雄  平成 20 年 12 月 9日～現在 

山 田 己智恵  平成 20 年 12 月 9日～現在 

山 根 英 昭  平成 19 年 10 月 1日～現在 

（教育長 平成 19年 10月 1 日～現在） 

 

(2) 会 議 

  会議は、毎月 1 回定例会を開催するほか、必要に応じて臨時会・協議会を開催します。 

 

○教育委員会会議等の開催状況            
 
 
   年度 
 
会議の別 

平成

16年 

平成

17 年 

平成

18 年 

平成

19年 

平成

20年

 
    年度 
 
議決事項 

平成

16 年 

平成

17 年 

平成

18 年 

平成

19 年 

平成

20年 

定 例 会 12 12 12 12 12 条 例 ・規 則 13 23 13 8 32 

臨 時 会 0 1 1 1 1 陳情・請願等 0 11 1 0 2 

協 議 会 0 6 0 2 5 諮問・答申等 6 5 3 3 5 

研 究 会 0 1 1 0 0 

 

人 事 6 11 12 11 10 

予 算 4 4 2 3 5 

報 告 4 2 0 0 2 

そ の 他 16 15 14 12 20 

 

※ 教育委員会定例会の議案及び会議録は、市の 

ホームページでご覧いただけます。 

合 計 36 46 66 44 76 
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(3) 教育委員会表彰 

  昭和 44 年に制定された教育委員会表彰規程に基づき、本市の教育文化の向上のために尽力され 

 た個人及び団体の功績を称えるため、毎年 11 月 3 日の文化の日に表彰式を行っています。 

  平成 20 年度に表彰を受けた教育功労者は、次のとおりです。 

 （順不同、敬称略） 
 
 
 

教育委員会表彰教育功労者 
 

＜平成 20 年度＞                         平成 20 年 11 月 3 日 

№ 氏    名 事             績  

1 飯田
イイダ

 さや香
カ

 
2007 さわやか全日本一輪車競技大会 ソロ演技部門において優秀な成績をお

さめられた 

2 佐藤
サトウ

 涼香
スズカ

 
2007 さわやか全日本一輪車競技大会 ソロ演技部門において優秀な成績をお

さめられた 

3 山田
ヤマダ

 紗
サ

名
ナ

 
2008 さわやか全日本一輪車競技大会 ペア演技部門において優秀な成績をお

さめられた 

4 竜崎
リュウザキ

佑希
ユ キ

 
2008 さわやか全日本一輪車競技大会 ペア演技部門において優秀な成績をお

さめられた 

5 佐藤
サトウ

 真
マ

衣
イ 

 
2008 さわやか全日本一輪車競技大会 ペア演技部門において優秀な成績をお

さめられた 

6 佐藤
サトウ

 実
ミ

希
キ

 
2008 さわやか全日本一輪車競技大会 ペア演技部門において優秀な成績をお

さめられた 

7 河野
コウノ

 直子
ナオコ

 
第 16 回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会において優秀な

成績をおさめられた 

8 内田
ウチダ

 仁
ヒトシ

 第 63 回国民体育大会 水泳競技会において優秀な成績をおさめられた 

9 美
ミ

濃
ノ

部
ベ

 公貴
キミタカ

 第 59 回神奈川県総合体育大会において優秀な成績をおさめられた 

10 山田
ヤマダ

 令子
レイコ

 
多年にわたり本市立学校の学校医として児童生徒の保健管理指導に専念され

た 

11 塚本
ツカモト

 宏太郎
コウタロウ

 
多年にわたり本市立学校の学校医として児童生徒の保健管理指導に専念され

た 

12 原
ハラ

 逸雄
イツオ

 
多年にわたり本市立学校の学校医として児童生徒の保健管理指導に専念され

た 

13 岡田
オカダ

 恒雄
ツネオ

 
多年にわたり本市立学校の学校薬剤師として児童生徒の保健管理指導に専念

された 

14 吉田
ヨシダ

 善紀
ヨシノリ

 
多年にわたり本市立学校の学校薬剤師として児童生徒の保健管理指導に専念

された 

15 森本
モリモト

 平
タイラ

 多年にわたり本市文化祭審査員として芸術文化の振興発展に寄与された 
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16 藤沢
フジサワ

 紗智子
サ チ コ

 多年にわたり本市文化祭審査員として芸術文化の振興発展に寄与された 

17 荒井
アライ

 広和
ヒロカズ

 多年にわたり本市文化祭審査員として芸術文化の振興発展に寄与された 

18 大津
オオツ

 嘉久
ヨシヒサ

 
多年にわたり本市文化財保護指導委員として教育文化の振興発展に寄与され

た 

19 勝山
カツヤマ

 輝男
テルオ

 
多年にわたり本市文化財保護審議会委員として教育文化の振興発展に寄与さ

れた 

20 河村
カワムラ

 忍
シノブ

 多年にわたり地域での音楽活動を通じて芸術文化の振興発展に寄与された 

21 原田
ハラダ

 悦子
エツコ

 
多年にわたり本市母親クラブ連絡協議会の役員として青少年の健全育成に寄

与された 

22 村上
ムラカミ

 洋子
ヒロコ

 
多年にわたり本市母親クラブ連絡協議会の役員として青少年の健全育成に寄

与された 

23 野島
ノジマ

 洋子
ヨウコ

 
多年にわたり本市子ども会連絡協議会の役員として青少年の健全育成に寄与

された 

24 小倉
オグラ

 久美子
ク ミ コ

 
多年にわたり本市子ども会連絡協議会の役員として青少年の健全育成に寄与

された 

25 岡松
オカマツ

 弘
ヒロ

純
ヨシ

 多年にわたり本市青少年指導員として青少年の健全育成に寄与された 

26 新野
ニイノ

 美喜子
ミ キ コ

 多年にわたり本市青少年指導員として青少年の健全育成に寄与された 

27 鈴木
スズキ

 勝雄
カツオ

 多年にわたり本市青少年指導員として青少年の健全育成に寄与された 

28 高橋
タカハシ

 正
タダシ

 多年にわたり本市青少年指導員として青少年の健全育成に寄与された 

29 白井
シライ

 富也
トミヤ

 多年にわたり本市青少年指導員として青少年の健全育成に寄与された 

30 荒井
アライ

 美佐子
ミ サ コ

 多年にわたり本市青少年指導員として青少年の健全育成に寄与された 

31 中村
ナカムラ

 吉隆
ヨシタカ

 多年にわたり本市青少年指導員として青少年の健全育成に寄与された 

32 土田
ツチダ

 真彦
マサヒコ

 多年にわたり本市青少年相談員として青少年の健全育成に寄与された 

33 横山
ヨコヤマ

 利子
トシコ

 多年にわたり社会体育の振興発展に寄与された 

34 髙橋
タカハシ

 亮次
リョウジ

 多年にわたり社会体育の振興発展に寄与された 

35 山田
ヤマダ

 敏夫
トシオ

 多年にわたり社会体育の振興発展に寄与された 
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36 三澤
ミサワ

 金一郎
キンイチロウ

 多年にわたり社会体育の振興発展に寄与された 

37 岩井
イワイ

 澄子
スミコ

 多年にわたり社会体育の振興発展に寄与された 

38 南雲
ナグモ

 誠
マコト

 多年にわたり社会体育の振興発展に寄与された 

39 大石
オオイシ

 清
キヨシ

 多年にわたり社会体育の振興発展に寄与された 

40 小
オ

野
ノ

寺
デラ

 勝
マサル

 多年にわたり社会体育の振興発展に寄与された 

41 髙見沢
タカミザワ

 秀行
ヒデユキ

 多年にわたり社会体育の振興発展に寄与された 

42 齋藤
サイトウ

 正一
ショウイチ

 多年にわたり社会体育の振興発展に寄与された 

43 加藤
カトウ

 祐二郎
ユウジロウ

 多年にわたり本市体育団体の役員として社会体育の振興発展に寄与された 

44 高下
タカシタ

 晴
ハレ

明
アキ

 多年にわたり本市体育団体の役員として社会体育の振興発展に寄与された 

45 大谷
オオタニ

 孝
タカシ

 多年にわたり本市体育団体の役員として社会体育の振興発展に寄与された 

46 依
ヨ

田
ダ

 敏和
トシカズ

 多年にわたり本市体育団体の役員として社会体育の振興発展に寄与された 

47 今井
イマイ

 伊左男
イサオ

 多年にわたり本市体育団体の役員として社会体育の振興発展に寄与された 

48 岩澤
イワサワ

 喜好
キヨシ

 多年にわたり本市体育団体の役員として社会体育の振興発展に寄与された 

49 滝田
タキタ

 喜七
キシチ

 多年にわたり本市体育団体の役員として社会体育の振興発展に寄与された 

50 泥
ヒジ

谷
ヤ

 恭子
キョウコ

 多年にわたり本市体育団体の役員として社会体育の振興発展に寄与された 

51 中山
ナカヤマ

 寿
ヒサシ

 多年にわたり本市体育団体の役員として社会体育の振興発展に寄与された 

52 大津
オオツ

 清美
キヨミ

 多年にわたり本市体育団体の役員として社会体育の振興発展に寄与された 

53 高橋
タカハシ

 長
ヒサシ

 多年にわたり本市体育団体の役員として社会体育の振興発展に寄与された 

54 藤田
フジタ

 太子
タイシ

 多年にわたり本市体育団体の役員として社会体育の振興発展に寄与された 

55 豊田
トヨダ

 雄二
ユウジ

 多年にわたり本市体育団体の役員として社会体育の振興発展に寄与された 
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56 細谷
ホソヤ

 千晶
チアキ

 多年にわたり本市体育団体の役員として社会体育の振興発展に寄与された 

57 ブルースター 
2008 さわやか全日本一輪車競技大会 グループ演技部門において優秀な成績

をおさめられた 

58 フェニックス 
2008 さわやか全日本一輪車競技大会 グループ演技部門において優秀な成績

をおさめられた 

59 
大和
ヤマト

ファルコン 

壮年
ソウネン

 
第 23 回全日本壮年ソフトボール大会において優秀な成績をおさめられた 

 

 

 
 
 
＜平成 20 年度＞                    平成 21 年 3 月 27 日（追加表彰） 

№ 氏    名 事             績  

1 坂野
サカノ

 友
トモ

彦
ヒコ

 
平成 20年度第 38回関東中学校ソフトテニス大会個人の部において優秀な成

績をおさめられた 

2 山田
ヤマダ

 浩
ヒロ

生
キ

 
平成 20年度第 38回関東中学校ソフトテニス大会個人の部において優秀な成

績をおさめられた 

3 大栄
オオサカエ

 美
ミ

緒
オ

 第 14回国際一輪車競技大会において優秀な成績をおさめられた 

4 浅田
アサダ

 杏里
アンリ

 第 14回国際一輪車競技大会において優秀な成績をおさめられた 

5 松永
マツナガ

 典子
ノリコ

 第 14回国際一輪車競技大会において優秀な成績をおさめられた 

6 木元
キモト

 光子
ミツコ

 
第 30回関東家庭婦人ソフトテニス選手権大会において優秀な成績をおさめ

られた 
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2. 事 務 局 等 

 

 (1) 組 織 図 

（平成 21 年 4月 1日現在） 

 
                             

  
   

                             
  

 
   

 
                                     
 
                
                             

 
 

                    
 
 
                                       

 

 

    

 

 

 

（以下、大和市教育委員会の権限に属する事務を補助執行する部局を参考として掲載） 

     

 

    

    
    
    
   

                             

 

 

                             
 
                             
 
                             
 
                                                      
                                          
                              
                             
                              
 
                              

 

つきみ野学習センター 

教 

育 

委 

員 

会 

教 
 

育 
 

長 

文化スポーツ部

政 策 調 整 担 当

市史・文化財担当

ス ポ ー ツ 課 ス ポ ー ツ 担 当  

文 化 振 興 課 

小 学 校 （19） 

中 学 校 （ 9） 

教  育  部 

 
事
務
局 

指 導 室 

学 校 教 育 課 

教 育 総 務 課 

指 導 担 当 

保 健 給 食 担 当 

学 務 担 当 

施 設 担 当 

政 策 調 整 担 当

こども・青少年育成担当 

所 
管 
機 
関 

図 書 館 

教 育 研 究 所 

生涯学習センター 

つる舞の里歴史資料館

北部学校給食共同調理場 

中部学校給食共同調理場 

南部学校給食共同調理場 

青 少 年 相 談 室 

こども・青少年活動推進担当 

青 少 年 相 談 担 当 

図 書 担 当 

教 育 研 究 担 当 

生 涯 学 習 担 当  

林間学習センター 

桜丘学習センター 

渋谷学習センター 

保 健 給 食 課 

市 
 

長 
 

こ ど も 部 こども・青少年課 

視聴覚ライブラリー 
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  (2) 事務分掌 

 

教育部 

 教育総務課 

① 教育委員会の会議に関すること。 

 ② 教育委員会の儀式、表彰、交際及び秘書に関すること。 

 ③ 教育行政の総合的企画及び調整に関すること。 

 ④ 事務局、学校及び所管機関の職員（県費負担教職員（以下「教職員」という。）を除く。） 

  の人事及び給与に関すること。 

 ⑤ 非常勤特別職職員の任免に関すること。 

 ⑥ 公印の管理に関すること。 

 ⑦ 規則、規程等に関すること。 

 ⑧ 行政文書の公開に関すること。 

 ⑨ 個人情報の保護に関すること。 

 ⑩ 教育に関する統計調査（他課に属するものを除く。）及び広報に関すること。 

⑪ 児童生徒の推計に関すること。 

⑫ 部内の文書の発収及び保存に関すること。 

⑬ 教育関係予算の総括に関すること。 

⑭ 学校及び所管機関に係る契約（他の部に属するものを除く。）に関すること。 

⑮ 部内の予算執行及び庶務に関すること。 

⑯ 事務局内の事務事業の調整及び会議に関すること。 

⑰ 財団法人大和市学校建設公社との連絡調整に関すること。 

⑱ 教育行政に関する相談に関すること。 

⑲ 学校施設の整備に係る調査及び企画に関すること。 

⑳ 学校施設の整備及び維持管理に関すること。 

○21  学校施設の営繕に関すること。 

○22  学校施設の工事の監督（他に委託するものを除く。）に関すること。 

○23  学校施設台帳の整備に関すること。 

○24  学校管理物品の整備に関すること。 

○25  学校施設の使用申請等に関すること。 

○26  大和市土地開発公社との連絡に関すること。 

 

学校教育課 

① 教職員の任免、服務その他人事に関すること。 

② 教職員の勤務評定に関すること。 

③ 教職員の福利厚生に関すること。 

④ 学校の組織及び学級編制に関すること。 

⑤ 学齢簿の編製、整備並びに保管に関すること。 

⑥ 児童生徒の就学並びに入学、転学及び退学に関すること。 
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⑦ 就学の猶予及び免除に関すること。 

⑧ 通学区域の設定及び変更に関すること。 

⑨ 就学援助に関すること。 

⑩ 奨学金に関すること。 

⑪ 生徒運賃割引証に関すること。 

⑫ 私立幼稚園に関すること。 

⑬ 学校基本調査及び進路状況調査に関すること。 

⑭ 学校保健に係る調査及び企画に関すること。 

 

保健給食課 

① 児童生徒及び教職員等の保健衛生に関すること。 

② 就学時健康診断に関すること。 

③ 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。 

④ 医療費援助及び眼鏡購入費補助に関すること。 

⑤ 学校給食施設の整備計画に関すること。 

⑥ 学校給食の管理指導に関すること。 

⑦ 給食用物資の購入計画に関すること。 

⑧ 学校給食共同調理場の運営管理に関すること。 

⑨ 栄養指導センターに関すること。 

⑩ 学校給食共同調理場運営協議会に関すること。 

 

指導室 

① 教科、道徳、特別活動等の指導助言に関すること。 

② 教科用図書その他の教材等の取扱い、研究及び指導に関すること。 

③ 教科用図書の採択に関すること。 

④ 教職員の研修に関すること。 

⑤ 児童生徒の事故に関すること。 

⑥ 特別支援学級入級に関すること。 

⑦ 学校行事予定に関すること。 

⑧ 校外行事及び振替授業に関すること。 

⑨ 学校教育振興に係る調査研究に関すること。 

⑩ 教材教具及び学校図書館図書整備に関すること。 

⑪ 教育相談指導に関すること。 

⑫ 教育研究所との連絡調整に関すること。 

 

所管機関 

教育研究所 

① 研究所の管理運営に関すること。 

② 教育の研究調査に関すること。 

③ 教育図書及び教育資料に関すること。 

④ 研究調査成果の発表及び出版に関すること。 
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⑤ 教育関係職員等の研修に関すること。 

⑥ 教育活動の支援に関すること。 

⑦ 教育史料の収集と刊行に関すること。 

⑧ 情報教育の推進に関すること。 

⑨ 理科学習及び総合的な学習の推進に関すること。 

⑩ その他教育研究所の庶務に関すること。 

 

 青少年相談室 

① 青少年の相談に関すること。 

② 教育相談に関すること。 

③ 長期欠席児童及び生徒に関すること。 

④ 街頭補導及び継続補導に関すること。 

⑤ 社会環境浄化活動に関すること。 

⑥ 相談室の管理運営に関すること。 

⑦ その他相談室内の庶務に関すること。 

 

学校給食共同調理場 

① 給食の調理及び配送に関すること。 

② 給食用物質の発注及び検収に関すること。 

③ 食器、食かん等の洗浄、消毒及び保管に関すること。 

④ 献立の作成、調理指導及び栄養の調査研修に関すること。 

⑤ 衛生管理に関すること。 

⑥ 学校給食共同調理場内（栄養指導センターを含む。）の維持管理に関すること。 

⑦ その他学校給食共同調理場内の庶務に関すること。 

 

（以下は、大和市教育委員会の権限に属する事務を補助執行させるもの） 

こども部 

 こども・青少年課 

① 青少年教育に係る調査及び企画に関すること。 

② 青少年教育施設の整備計画に関すること。 

③ 青少年関係団体の指導及び育成に関すること。 

④ 青少年指導者の育成に関すること。 

⑤ 青少年を対象とする集会、講座、研修等の開催、指導助言及び育成に関すること。 

⑥ 青少年センターの管理運営に関すること。 

 

文化スポーツ部 

 文化振興課 

① 文化財保護に関すること。 

② 郷土民家園に関すること。 

③ 下鶴間ふるさと館に関すること。 

④ 文化財保護審議会に関すること。 

－22－



 23

⑤ つる舞の里歴史資料館の管理運営に関すること。 

⑥ つる舞の里歴史資料館における地域の歴史資料の収集及び調査研究に関すること。 

⑦ つる舞の里歴史資料館における収蔵した資料の保管に関すること。 

⑧ つる舞の里歴史資料館における資料の展示及び郷土文化の向上のための啓発活動に関すること。 

 

生涯学習センター（つきみ野・林間・桜丘・渋谷学習センターは生涯学習センターに属する。） 

① 社会教育の総合的な企画調整に関すること。 

② 社会教育に係る調査及び企画に関すること。 

③ 社会教育施設の整備計画に関すること。 

④ 社会教育団体の指導及び育成に関すること。 

⑤ 社会教育指導者の育成に関すること。 

⑥ 社会教育に係る講座、討論会、講習会、講演会、展示会、その他の集会に関すること。 

⑦ 社会教育に対する支援に関すること。 

⑧ 社会同和教育に係る啓発に関すること。 

⑨ ユネスコ活動に関すること。 

⑩ 社会教育委員に関すること。 

⑪ 学習機会提供の総合管理に関すること。 

⑫ 生涯学習センターの事業計画に関すること。 

⑬ 生涯学習センターの管理運営に関すること。 

⑭ 学校施設の使用による生涯学習の振興に関すること。 

⑮ 生涯学習センター関係機関との連絡調整に関すること。 

⑯ 地域を対象とする講座、展示会その他各種集会に関すること。 

 

図書館 

① 図書館の事業計画に関すること。 

② 図書館の管理運営に関すること。 

③ 図書資料等の選択、受入及び保存に関すること。 

④ 図書資料等の館内閲覧及び貸出しに関すること。 

⑤ 図書資料等の紹介、相談及び読書案内に関すること。 

⑥ 館外奉仕に関すること。 

⑦ 読書活動の推進に関すること。 

⑧ 読書会その他各種行事の開催に関すること。 

⑨ 視聴覚ライブラリーの事業計画に関すること。 

⑩ 視聴覚ライブラリーの管理運営に関すること。 

 

スポーツ課 

① スポーツに係る調査及び企画に関すること。 

② スポーツ団体の指導及び育成に関すること。 

③ スポーツ指導者の育成に関すること。 

④ 各種大会、競技会、スポーツ教室及びレクリエ－ションの集会等の開催、指導助言及び育成に関 

 すること。 
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⑤ スポーツ施設の整備に係る調査及び企画に関すること。 

⑥ スポーツ施設（次号に掲げるものを除く。）の維持管理に関すること。 

⑦ 大和スポーツセンター、大野原庭球場、草柳庭球場、桜森スポーツ広場及び下福田野球場に関す

ること。 

⑧ 学校体育施設のスポーツ開放に関すること。 

⑨ スポーツ振興審議会に関すること。 
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(3) 所属別・職名別職員一覧表 

                                   平成 21 年 4 月 1 日現在 

実 数 の 内 訳 左のうち管理職 
 

      職 名 別 

 

 

 

 

所 属 別 

事

務

職

員 

指

導

主

事 

技

術

職

員 

技

能

職

員 

用

務

員 

調

理

員 

再
任
用
職
員 

合
計
実
人
数 

部 
 

 
 

長 

課 
 

 
 

長 

室 
 

 
 

長 

所 
 

 
 

長 

主

幹 
主
任
指
導
主
事 

場 
 

 
 

長 

教 育 部 38 11 8 6    63 1 3 2 1 4 2 3 

教育総務課 12  2 6    20  1   1   

学校教育課 6       6  1   1   

保健給食課 7  2     9  1   1   

指 導 室 2 7      9   1   1  

教育研究所 3 4      7    1  1  

青少年相談室 4       4   1  1   

北部学校給食共同調理場 1  2     3       1 

中部学校給食共同調理場 1  1     2       1 

 

南部学校給食共同調理場 1  1     2       1 

学 校     13 20 15 48        

小 学 校     11 20 9 40         

中 学 校     2  6 8        

合   計 38 11 8 6 13 20 15 111 1 3 2 1 4 2 3 
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- 平成２１年度 主要な施策 - 

 
 教育委員会では、「大和市学校教育基本計画」及び「第３次大和市生涯学習計

画」に基づき、各施策を展開しています。ここでは主要なものを各計画の柱に沿っ

て紹介します。 

 

学 校 教 育 
第２期実施計画（平成２１年度～平成２３年度）に示した、基本目標を達成する

ための３年間の重点的な取り組みを紹介します。 

 

基本目標１ 「夢に向かって輝く子ども」 

 自己のよさや可能性に気づき、夢や目標に向かってたくましく生きる児童生徒

の育成を図ります。  
 

施策の方向１：個性を生かし、よさや可能性を伸ばす教育の推進 

重点施策 

 １ 個性や可能性を伸ばす教育を進めます。 

 ２ 外国人児童生徒等の教育を推進します。  

 

施策の方向２：自己実現を促すキャリア教育の推進 

重点施策 

 ３ キャリア教育やものづくり体験など実践的教育を推進します。 

 

施策の方向３：児童生徒指導の充実 

重点施策 

 ４ いじめ、不登校に対する取り組みを推進します。 

 ５ 学校教育相談の充実を図ります。 

 ６ 青少年相談室における相談活動を充実させます。 

 

施策の方向４：特別支援教育の推進 

重点施策 

 ７ 特別支援教育を推進します。 

 

基本目標２ 「確かな学力を身につけ自ら学ぶ子ども」 

 体験的・問題解決的な学習を通して、自ら学び、自ら考える力をはぐぐみ、ゆ

とりのなかで確かな学力の向上を図ります。  
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施策の方向５：確かな学力を身につけさせる教育の推進 

重点施策 

 ８ 新学習指導要領の完全実施に向け、移行措置を円滑に進めます。 

 ９ 個に応じたきめ細やかな学習指導を行います。 

10 全国学力・学習状況調査の結果を教育指導の改善に活用します。 

 

施策の方向６：豊かな学びをつくる教育の推進 

重点施策 

 11 多様な指導方法・指導形態を工夫します。 

 12 小学校外国語活動を推進します。 

 

施策の方向７：時代に対応する教育の推進 

重点施策 

 13 国際化に対応した教育を推進します。 

 14 環境教育を推進します。 

15 情報教育を推進します。  

 

 

 基本目標３ 「人々とふれあって健やかに育つ子ども」 

 人々とのふれあいを通して、豊かな人間性や社会性をはぐくみ、健やかに生きる

児童生徒の育成を図ります。  
 

施策の方向８：ふれあい教育・体験活動・スポーツ活動の推進 

重点施策 

 16 自然や人々とふれあう体験的な活動のいっそうの充実を図ります。 

 17 学校における体育や部活動の充実を図ります。 

 

施策の方向９：道徳教育の推進 

重点施策 

 18 道徳の時間を要として教育活動全体を通じて道徳教育を推進します。 

 

施策の方向１０：読書活動や文化活動の推進 

重点施策 

 19 「大和市子ども読書活動推進計画」に基づき、文字・活字文化に親しむ態 

度を養います。 

20 伝統と文化を尊重し、それを継承・発展させるための教育を推進します。 
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施策の方向１１：人権尊重の教育の推進 

重点施策 

 21 人権尊重の意識を高め、人権感覚を育成する教育を推進します。 

 

施策の方向１２：命の教育・健康教育の推進 

重点施策 

 22 保護者や関係機関等と連携し、心身の健康づくりを進めます。 

 

 

 基本目標４ 「創意と魅力に満ちた学校」  

生き生きとした教育活動を行う環境を整え、創意ある教育課程を編成するととも

に、開かれた学校づくりを推進します  
 

施策の方向１３：活力ある学校経営 

重点施策 

 23 学校評価の充実を図り、学校運営の改善と発展をめざします。 

24 学校評議員制度の活用を図ります。 

25 大学との連携を進めます。 

 

施策の方向１４：創意ある教育課程の編成 

重点施策 

 26 学習指導要領の改訂の趣旨を踏まえ、創意ある教育課程を編成します。 

 

施策の方向１５：地域の風が行き交う開かれた学校づくり 

重点施策 

 27 地域の人材やボランティアを活用した教育活動を推進します。 

 28 積極的に情報提供を行います。 

 

施策の方向１６：「安全と安心」に守られた学校環境づくり 

重点施策 

 29 児童生徒の安全を図ります。 

 

施策の方向１７：子どもが生き生きと過ごす学校環境づくり 

重点施策 

 30 学校の施設設備等の改善を計画的に進めます。 
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 基本目標５ 「豊かな人間性と高い専門性をもつ教職員」 

専門職としての資質や指導力の向上を図り、責任と誇りをもって教育活動に取り

組みます。  
 

施策の方向１８：教職員の教育研究の推進と研修の充実 

重点施策 

 31 今日的な教育課題についての研究を進めます。 

 32 豊かな人間性を培い、専門性を高める研修を充実させます。 

 

施策の方向１９：校内研修充実のための支援 

重点施策 

 33 各学校の教育課題に応じた校内研修の充実を支援します。 

 34 教職員の人権感覚をみがきます。 

 

 

基本目標６ 「愛情と信頼に結ばれた家庭」  

 家庭は、豊かな人間性をはぐくみ、明日に向けての活力を生み出す源です。学

校は、家庭との相互理解を深め、子どもの健やかな成長を共通の願いとして連携を

いっそう進めます。  
 

施策の方向２０：学校と保護者との連携組織の活性化 

重点施策 

 35 学校運営や教育活動への保護者の参加・参画を推進します。 

 

施策の方向２１：保護者の子ども理解に関する取り組みの推進 

重点施策 

 36 子育てに関する保護者の学びの場をつくります。 

 37 親子の交流、保護者同士の交流の場をつくります。 

 38 子育ての悩みを受け止め、問題解決を支援します。 

 

 

基本目標７ 「温かいつながりをはぐくむ地域社会」  

学校は、温かいつながりをはぐくみ地域社会の実現のために、情報の提供や共有

を図り、地域社会との協働を進めます。  
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施策の方向２２：地域社会と協働した特色ある学校教育の推進 

重点施策 

 39 地域の特色を生かした教育活動を推進します。 

 

施策の方向２３：子どもを健やかに育てるための地域ネットワークへの参画 

重点施策 

 40 地域ぐるみで子どもの安全を守る体制づくりを進めます。 

 41 青少年の健全育成に努めます。 

42 社会教育関係諸団体等と共に子どもを大切にしたまちづくりを進めます。 

 

 

 

生 涯 学 習 
第７次大和市総合計画の分野別計画として、平成18年度から平成23年度までの６

年間における、本市の生涯学習施策の具体的方向を示したものです。 

 

１．一人ひとりへの働きかけ 

（１）情報の提供 

〔目標〕 生涯学習各関係機関の機能を明確にし、情報システムを確立するともに、 

    その普及・活用を図ります。 

①  情報提供の充実  

②  学習相談の充実  

③  支援者の充実  
 

（２）学習機会の提供 

〔目標〕 全庁的な連携と協力体制を強固なものにし、体系化された学習機会の提 

    供と、市民ニーズに合致した新しい事業の創出に努めます。 

① 市民ニーズに応じた学習機会の提供 

② 現代的課題に関する学習機会の提供 

③ 生涯にわたるスポーツと健康維持・増進のための学習機会の提供 

④ 芸術・文化に関する学習機会の提供 

 

（３）ボランティア機会の提供 

〔目標〕 一人ひとりが学習を深め、自らを高めることができるよう、学習成果の 

    社会還元の機会として、ボランティア活動を普及し活性化していきます。 

① ボランティア登録窓口の一元化と認知度の向上・普及 

② ボランティア活動の拡大に向けた循環の構築 
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２．グループ活動への支援 

（１）全市的・広域的なテーマ別活動への支援 

〔目標〕 各課等で実施しているグループ支援活動に関わる既存事業を整理して、 

「生涯学習・人材育成と地域活動・市民活動の循環」の視点から支援のあ 

り方を見直します。 

庁内での役割分担や整合性を図り、テーマ別グループ活動への支援を体 

系化・システム化します。 

① 情報収集・蓄積・提供 

② 初動期・発展期等のグループ活動への支援 

③ 持続的な支援 

④ 担い手の発掘・育成・主体創出 

⑤ 一般化・汎用化と地区単位活動への普及促進 

 

（２）地区単位活動のへ支援 

〔目標〕 広域的・全市的なテーマ別グループ活動への支援とは異なり、テーマ別 

活動の所管課等の持つ資源を効果的に引き出すなど、より地区の実情に配 

慮した対応を行うため、連携・協力などのコーディネート機能に重点を置 

いた支援を目指します。 

①  情報収集・蓄積・提供 

②  学習交流支援システムの普及・活用促進 

③  担い手の発掘・育成・主体的創出等への連携協力・支援 

④  持続的な支援 

  

 

３．学習空間の確保 

（１）既存の生涯学習施設の充実 

〔目標〕 多様な市民ニーズに対応すべく、既存の関連施設の高度活用等を図って 

    いきます。 

①  利用しやすい施設づくり 

②  施設の効果的な運営 

 

（２）新たな学習空間の確保 

〔目標〕 自然な史跡、広場など、学習空間の確保に努めていきます。 

①  新たな学習空間の確保 

 

（３）施設配置の再検討 

〔目標〕 生涯学習関連施設の今度のあり方を再検討していきます。 
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①  施設配置の再検討 

 

  

４．推進体制の確立 

（１）市民とともに推進する 

〔目標〕 生涯学習推進協議会の市民参加度を高め、協働による施策の立案・推進 

を図っていきます。 

 個人・グループ単位の市民と協働した事業推進を図っていきます。 

①  市民代表機関の充実 

②  市民と協働で進める事業 

 

（２）関係機関と連携して推進する 

〔目標〕 市の出資する財団・公社との役割分担を明確にして、相互補完と連携に 

よる事業推進を図っていきます。 

     必要に応じて、高等教育機関や民間教育機関等との事業連携を図ってい 

きます。 

①  市が出資する財団・公社との連携 

②  関係機関との連携 

 

（３）総合行政として推進する 

〔目標〕 関係部署による協議組織の機能を充実していきます。 

     各部署が取り組みやすい環境を整えていきます。 

①  全庁的協議組織の設置 

②  各部署の取り組み推進 

③  生涯学習所管部門の整備・充実 
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4. 平成 21年度 教育に係る当初予算 
 

                                         （単位：千円） 

 平 成 21 年 度 平 成 20 年 度 比   較 

一 般 会 計 57,555,000 57,633,000 △78,000

10 教 育 費 5,485,620 6,991,267 △1,505,647

1 教 育 総 務 費  888,565 1,044,845 △156,280

2 小 学 校 費 1,377,489 1,854,827 △477,338

3 中 学 校 費 885,310 1,224,589 △339,279

4 社 会 教 育 費 994,612 1,425,894 △431,282

 1 社 会 教 育 総 務 費 395,945 614,303 △218,358

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  2 青 少 年 育 成 費 66,582 312,938 △246,356

 3 公 民 館 費 321,080 274,886 46,194

 4 図 書 館 費 171,382 149,311 22,071

 5 青少年相談室費 0 30,994 △30,994

 6 文 化 財 保 護 費 39,623 43,462 △3,839

5 保 健 体 育 費 1,339,644 1,441,112 △101,468

 1 保 健 体 育 総 務 費 359,169 455,969 △96,800

 2 体 育 施 設 費 73,570 92,685 △19,115

 

 3 学 校 給 食 管 理 費 906,905 892,458 14,447
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5. 教育費 

 

(1) 一般会計決算額と教育費決算額の推移 

 

グラフ中の数字は実額（単位千円） 

 

 

54,378,012

6,658,169

60,205,792

6,530,636

55,354,977

6,929,530

57,255,800

7,058,767

57,638,608

8,637,223

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年

一般会計

教育費

 

 

 

教育費の一般会計に占める割合  対 前 年 比 

平成 15年度 12.2  年 度 一般会計 教育費 

16 10.8  平成 15  0.0    1.9 

17 12.5  16   10.7   △1.9 

18 12.3    17  △8.0    10.6 

19 15.0    18    3.4     1.9 

     19    0.6 22.3 
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(2) 教育費目的別決算額の推移 

                              （ ）は構成比（％）  （単位千円） 

     年度 
目的 

平成 15 年 16 年 17 年 18 年 19 年 

教 育 総 務 費 
      998,115 
      (15.0) 

    1,088,806 
      (16.7) 

1,011,137 
(14.6) 

978,776 
   （13.9)  

990,634 
   （11.5)  

小 学 校 費 
    1,639,395 
      (24.6) 

    1,631,438 
      (25.0) 

1,827,625 
(26.4) 

1,683,137 
    (23.8)  

1,546,548 
    (17.9)  

中 学 校 費 
    1,139,141 
      (17.1) 

     882,538 
      (13.5) 

968,824 
(14.0) 

  1,402,659 
    (19.9)  

  3,595,840 
    (41.6)  

社 会 教 育 費 
    1,372,072 
      (20.6) 

    1,348,925 
      (20.6) 

1,575,686 
(22.7) 

  1,520,392 
    (21.5)  

  1,190,822 
    (13.8)  

保 健 体 育 費 
    1,509,445 
      (22.7) 

    1,578,929 
      (24.2) 

1,546,257 
(22.3) 

  1,473,803 
    (20.9)  

  1,313,379 
    (15.2)  

合 計 
    6,658,169 
     (100.0) 

    6,530,636 
     (100.0) 

6,929,530 
(100.0) 

  7,058,767 
  （100.0） 

  8,637,223 
  （100.0） 

 

 

 

(3) 教育費性質別決算額の推移 

                              （ ）は構成比（％）  （単位千円） 

     年度 
性質 

平成 15 年 16 年 17 年 18 年 19 年 

人 件 費 
    1,773,673 

      (26.6) 

    1,732,489 

      (26.5) 

1,651,287 

(23.8) 

  1,650,574 

    (23.4)  

  1,669,655 

    (19.3)  

物 件 費 
    2,190,180 

      (32.9) 

    2,256,651 

      (34.6) 

2,110,986 

(30.5) 

  2,158,689 

    (30.6)  

  2,232,521 

    (25.8)  

補 助 費 等 
      445,422 

       (6.7) 

      481,139 

       (7.4) 

484,528 

(7.0) 

    319,356 

     (4.5)  

    327,215 

     (3.9)  

維持補修費 
      167,959 

       (2.5) 

      175,147 

       (2.7) 

176,725 

(2.6) 

    165,338 

     (2.4)  

    168,268 

     (1.9)  

扶 助 費 
      349,457 

       (5.2) 

      375,690 

       (5.7) 

394,221 

(5.7) 

   356,350 

     (5.0)  

   350,563 

     (4.1)  

普通建設  

事業費 

 
 
  補助事業 

 

 

単独事業 

 

    1,729,574 

      (26.0) 

 

    1,060,355 

      (15.9) 

 

      669,219 

      (10.1) 

    1,491,410 

      (22.8) 

 

     862,712 

      (13.2) 

 

      628,698 

       (9.6) 

2,097,454 

(30.3) 

 

860,713 

(12.4) 

 

1,236,741 

(17.8) 

  2,400,156 

    (34.0)  

 

   781,763 

    (11.1)  

 

   1,618,393 

    (22.9)  

  3,879,845 

    (44.9)  

 

  1,953,629 

    (22.6)  

 

  1,926,216 

    (22.3)  

そ の 他 
        1,904 

       (0.1) 

       18,110 

       (0.3) 

14,329 

(0.2) 

     8,304 

     (0.1)  

     8,392 

     (0.1)  

合 計 
    6,658,169 

     (100.0) 

    6,530,636 

     (100.0) 

6,929,530 

(100.0) 

  7,058,767 

  （100.0） 

  8,637,223 

  （100.0） 
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  学 校 教 育 
草柳小学校 



 10



 37

 

学校教育施設位置図 
① 北大和小学校 
② 林 間 小 学 校 
③ 大 和 小 学 校 
④ 草 柳 小 学 校 
⑤ 深 見 小 学 校 
⑥ 桜 丘 小 学 校 
⑦ 渋 谷 小 学 校 
⑧ 西鶴間小学校 
⑨ 緑 野 小 学 校 
⑩ 上和田小学校 
⑪ 柳 橋 小 学 校 
⑫ 南林間小学校 
⑬ 福 田 小 学 校 
⑭ 大野原小学校 
⑮ 下福田小学校 
⑯ 大和東小学校 
⑰ 文ケ岡小学校 
⑱ 中央林間小学校 
⑲ 引地台小学校 

 
(20) 大 和 中 学 校 

(21) 光 丘 中 学 校 
(22) 渋 谷 中 学 校 
(23) つきみ野中学校 
(24) 鶴 間 中 学 校 
(25) 引地台中学校 
(26) 上和田中学校 
(27) 南林間中学校 
(28) 下福田中学校 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑱ 

⑫

⑭ 

⑰ 

⑯ 

⑲ 

⑬ 

⑮ 

(23) 

(27) 

(24) 

(20) 

(21) 

(25) 

(26) 

(22) 
(28) 
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